
 

     ご存じですか？ 

    栄養成分表示について 
 

●担当：県南保健福祉事務所健康増進課 ℡０２４８－２２－５４４３ 
 

 栄養表示基準制度とは？ 

  近年の消費者の健康志向を反映し、栄養成分等の表示に対する関心も高まっています。 
  栄養表示基準制度は、食品の栄養成分に関する適切な情報を広く提供することにより、食

を通じた健康づくりを推進するために平成８年に制度化されました。 
  加工食品の栄養成分等の表示に一定のルール化を図り、消費者の方へ食品を選択する上で 
 の適切な情報を提供することを目的としています。 
  なお、「特別用途食品」や「特定保健用食品」として販売するためには、その有効性や安

全性の審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。 
【例えば】 
 
 
                            

カルシウムたっぷり 
低カロリー 

脂肪分 50％カット

熱量や栄養成分の表示 

食品に栄養表示をするときは、 

「食品の栄養表示基準制度」を遵守する必要があります。 

 

虚偽誇大広告等の禁止 

  食品として販売に供される物の健康保持増進効果等について、「著しく事実に相違する」「著

しく人に誤解させる」ような広告等の表示（虚偽誇大広告等）を行うことは禁止されていま

す（健康増進法第３２条の２）。 
   【虚偽誇大広告例】 糖尿病予防に効果がある。ダイエット効果がある。 等 
 
※ 栄養表示基準に適合しない食品を見つけたり、食品の栄養表示に関する相談や問い合わ

せがありましたら、県南保健福祉事務所健康増進課（℡ ０２４８－２２－５４４３）

までご連絡ください。 



栄養成分表示について（健康増進法関係） 

 食品を販売する場合には、健康増進法・食品衛生法・薬事法（その他、JAS 法・景品表示法など）の法律を遵守する必要があります。 

 なお、「特別用途食品」や「特定保健用食品」として販売するためには、その有効性や安全性の審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。 

 
 

       健  康  増  進  法               【表示内容例】 
                  
               
 
                                                          
 
 
                                                      
                                                         
          
 
                        
 
 
 
 
        
 
 
 
           

【特別用途食品】 

・病者用食品 
・妊産婦、授乳婦用粉乳 
・乳児用調整粉乳 
・高齢者用食品 

【特定保健用食品】 

 食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品

 

【栄養機能食品】 

栄養素の機能の表示をして販売される食品 

◎栄養成分の表示をしたい場合 
【下記項目を記載しなければいけない】 
・栄養成分の量  

・熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム 

 

◎効能効果等を表示をしたい場合 
 
【国への許可申請が必要】 

◎「含む・含まない」「高い・低い」 
「強化された・～より低減された」を

表示をしたい場合 
【国で定める基準値を満たして 

いなければいけない】 

◎何も栄養成分は表示しない場合 
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                                           ●担当：県南保健福祉事務所健康増進課（℡ ０２４８－２２―５４４３） 
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